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【策定の趣旨】

介護保険法（以下「法」という。）第４条に「国民は、自ら要介護状態となることを予防するた

め、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状

態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福

祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする」とあります。

加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となられた利用者（以下

「利用者」という。）が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営めるように

介護支援専門員、地域包括支援センターや介護サービス事業所等の職員、市民等ケアマネジメン

トに携わる全ての者が、自立支援・重度化防止に資するケアマネジメントを共通認識とし、利用

者の支援を行うことが重要であると考え、関係する法律等を参考に基本指針を以下のとおり定め

ます。

【基本方針】

①利用者が、尊厳を保持し、可能な限り、その居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことが出来るように配慮し行わなければならない。（法第１条、法第２条第４項）

②利用者の要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療

との連携に十分配慮して行わなければならない。（法第２条第２項）

③利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健

医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者または施設から、総合的かつ効率的に提供され

るよう配慮して行われなければならない。（法第２条３項）

④適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力が維持向上す

るものでなければならない。（法第４条）

⑤利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、当該利用者に提供されるサービスが特定の

種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう、公平かつ誠実に行わなければ

ならない。（法第６９条の３４）

⑥ケアマネジメントに携わる者は、自らその提供するケアマネジメントの質の評価を行い、常にそ

の改善を図らなければならない。（宇城市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準等を定める条例（以下「条例」という。）第１４条第２項）

⑦利用者へのケアマネジメントの具体的取扱方針は、条例第１５条に基づき行われなければならな

い。

⑧ケアプランの作成に課題整理総括表を活用し、利用者の自立支援につながる真に必要なサービス

を確保するとともに、その状態に適合していないサービス提供の改善を図る。（第４期熊本県介

護給付費適正化プログラム）


